
川崎市自治推進委員会ニュースレター Vol.７／平成 22 年 2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回川崎市自治推進委員会が平成22 年2 月1 日（月）に開催され、 

これまで第２期の活動を通じて調査審議してきた参加と協働に関する検証 

について、報告書としてとりまとめるための意見交換を行いました。 

第２期委員会では、川崎市自治基本条例第５条で示された３つの「自治運営

の基本原則」のうち、“参加”と“協働”をメインテーマとして、参加と協働に関する

制度・仕組みの現状や課題、事例検証等を通じて調査審議してきました。その

審議結果を踏まえて、参加と協働のあり方に関する提言内容を検討しました。 
※３つの「自治運営の基本原則」の１つ目の原則である“情報共有”については、第１期の委員会で検討を行いました。 

※市民活動団体との協働については、川崎市市民活動推進委員会で審議しているため、市民活動団体以外の主体と行政の協働について調査審議してきました。 

 

「参加と協働の推進に向けた８の提言」について

■第２期川崎市自治推進委員会における調査審議

政策の形成段階、執行段階、評価段階それぞれにおける参加手法、参加する市民の属性、審議会等の類型、新たな手法の

可能性などの分析の視点から、事例検証を中心に調査・審議を行ってきました。 

①参加・協働の制度の検証：審議会等の市民委員の公募、パブリックコメント手続、協働型事業のルールなど（第2 回委員会） 

②計画等への参加の事例検証：計画・施設整備、政策領域（ハード・ソフト）、対象地域（市域・区域）などの分類から、「新総合

計画」、「多摩川プラン」、「地域福祉計画」、「鷺沼プール跡地広場整備事業」など 6 つの事例（第3 回・第4 回委員会） 

③事業者との協働の事例検証：協働の相手方の形態、対象地域などの分類から「川崎フロンターレ連携事業」、「かわさきコン

パクト推進事業」、「多摩区子育て支援パスポート事業」の３つの事例（第5 回委員会） 

④区民会議の参加と協働の事例検証：区民会議の全市的な取組状況と２区（中原区・麻生区）の取組事例（第6 回委員会） 

⑤その他：自治基本条例に基づく取組状況、第1期自治推進委員会の提言に対する取組状況、市民参加の状況、事業者との

協働の事例についても、調査しました。

■参加と協働の推進に向けた８の提言（案）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.７／平成22 年2 月号 
川崎市総合企画局自治政策部 

参加と協働に関する検証について、報告書のとりまとめを行いました。 

提言１：「参加のスタンダード」に基づく市民参加の拡充 計画等へ参加する際の目指すべき水準を定めることにより参加を推進 

提言２：新しい参加手法の検討 多様な参加手法の導入を目指して、既存の参加手法の創意工夫や新たな参加手法の調査研究を実施 

提言３：地域の意見を反映できる参加の組み立て 計画等において、地域における意見を反映できるような参加プロセスの設計 

提言４：より開かれた区民会議 公募委員に対する情報提供等の支援や区民との対話・交流などを通した審議・課題解決への参加 

提言５：多様な参加機会の拡充 市民が参加力をつけるために、多様な参加機会を確保し、より一層の参加の裾野を拡充 

提言６：参加をコーディネートする行政職員の育成 参加の場を企画・運営できるような行政職員の育成と経験知の継承 

提言７：市民活動団体以外にも「協働の６つの原則」を適用 事業者等と協働する際にも協働の６つの原則を適用して事業を実施 

提言８：ＣＳＲ（事業者の社会的責任）を踏まえた事業者との協働の推進 ＣＳＲと協働の連携の推進と地域貢献活動に対する情報発信 

【参加の拡充】 

【区・地域における参加の促進】 

【参加の環境の整備】 

【多様な主体による協働の推進】 

※「参加のスタンダード」は、市民生活に密接に関係ある計画等を対象としており、参加を設計する際は事業の特性や様々な条件を考慮する必要がある。 
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■参加の拡充 

●参加のスタンダートはいわば目指すべき水準であり、多様な

バリエーションが想定できる。それぞれの施策の特性やプロセ

スに応じたアレンジが必要である。                           

●ワークショップなど、既存の参加を少し工夫するだけでも、参

加の質を高めていくことが可能だ。参加が難しいと思われてい

る分野でも、やり方によっては、可能性が見出せる。                     

■区・地域における参加の促進 

●区の中でも、地域によって様々な特性がある。地域の意見を

しっかり吸い上げていくためには、「地域」、「区」と段階的に引

き上げていくという考え方がよい。                             

●参加した市民に「参加してよかった」という充足感を持ってもら

うこと、よい経験を積んでいただくことも大切だ。                                 

 

 

■参加の環境の整備 

●参加の裾野を広げ、多様な立場の市民が参加できる場を

形成することで、市民が参加を通して俯瞰的な視点をもて

るようになると思う。                        

●ファシリテーション能力だけでなく、参加全体のプロセスを

設計できるような職員を育成するための研修プログラムを

開発する必要がある。                     

■多様な主体による協働の推進 

●事業者にとって協働は、ＣＳＲ活動そのものであり、事業者

も地域社会の中での役割を果たしていく市民であるべきだ

という考え方が重要だ。                      

 

 

 

 

 

 

 

●この委員会に参加したことにより、これまで自分が無意識でや

ってきた活動が市民自治につながっているという意識が生ま

れた。とてもよい機会を与えていただいた。（鈴木委員）                                

●企業人・団塊の世代・協働型事業の実践者という３つの視点

から意見を言うよう心がけてきた。行政との協働は市民にとっ

て、とてもやりがいのある事だと思う。（滝澤委員）                 

●様々な協働の形があることを再認識した。もっと市民の自治

に対する意識が高まると、みんなが住みやすいまちになると

思う。（丸山委員）                            

●今期の報告書が参加と協働に関する議論のきっかけとなり、

市民の参加意識が高まっていくことにつながればよいと思う。

個人的にも、今後、市民活動を続けていく上での大きな力を

得ることができた。（大下委員）                           

●川崎市は幅広く参加・協働を行っているが、大きな自治体であ

るため、参加・協働の裾野をひろげていくことがなかなか難し

い面がある。今回の提言を活かして、より多くの市民が参加す

るようになることを期待したい。（佐谷副委員長）         

●これからの地方自治の姿は地域でそれぞれ考えるという方

向性になるだろう。川崎市のこの５年間の自治の取組は時代

を先取りしたものだった。これからも自治のトップランナーであ

っていただきたい。（小島委員長）                                            

●これまで、長い時間、ご審議をいただき、お礼を申し上げた

い。自治基本条例に書かれていることがどのように実施され

ているのか、今後、どのように実施されていくことがよいのか

を検証していくことは、大変意味のあることだと思う。     

（阿部市長）                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

「参加と協働の推進に向けた８の提言」について意見交換 

第２期の活動を振り返って 

かわさき自治推進フォーラム２０１０ 

 
～深めよう 広げよう 絆を～ 

平成22 年 月 日（ ） 

１０:００～１７:３０ 中原市民館 
 
基調講演 10:30～ 童門冬二氏 当日先着350名 

分 科 会 自治をテーマにした３つの分科会  

活動体験 様々な市民活動の体験ができます！ 

同時開催  区民会議交流会 
大学連携フォーラム 
かわさきコンパクトフォーラム 

※詳しくはホームページ「Ｗｅｂ自治基本条例」をご覧ください。 


